
議案第４２号  

 

市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例の廃止について 

 

市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例を廃止する条例を次のよ

うに定める。  

平成２９年１２月１２日提出  

                  市川市長  大 久  保  博  

 

 

 

市川市条例第  号  

市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例を廃止する条例  

市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例（昭和４７年条例第１４

号）は、廃止する。  

附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （保証金の充当に関する経過措置）  

２ この条例による廃止前の市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例

（以下「旧条例」という。）第１１条第１項（旧条例第２３条第２項及び第

３２条第４項の規定により準用する場合を含む。）の規定による保証金の充

当については、旧条例第１１条、第２３条第２項及び第３２条第４項の規定

は、平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）以後も、なおその効力

を有する。  

 （保証金の返還に関する経過措置）  

３ 施行日前に卸売業者（旧条例第３条第１号に規定する卸売業者をいう。以

下同じ。）、仲卸業者（同条第３号に規定する仲卸業者をいう。以下同じ。）



又は関連事業者（同条第５号に規定する関連事業者をいう。以下同じ。）の

資格を失った者に係る旧条例第１２条（旧条例第２３条第２項及び第３２条

第４項の規定により準用する場合を含む。）の規定による保証金の返還につ

いては、旧条例第１２条、第２３条第２項及び第３２条第４項の規定は、施

行日以後も、なおその効力を有する。  

 （保証金の返還に関する特例）  

４ 前項の規定にかかわらず、旧条例の廃止に伴い卸売業者、仲卸業者若しく

は関連事業者の資格が失われた者又は旧条例の廃止に伴い旧条例第５７条

第２項の許可の効力が失われた者に係る旧条例第８条第１項、第１０条第１

項（旧条例第２３条第２項及び第３２条第４項の規定により準用する場合を

含む。）、第２２条第１項、第３２条第１項又は第５７条第３項の規定により

預託された保証金については、市長が別に定める期限までに返還するものと

する。  

（仲卸業者の物品買付許可に係る届出に関する経過措置）  

５ 施行日前に旧条例第４４条第２項第１号の規定による許可に係る物品の全

部を販売した仲卸業者が行う同条第３項の規定による届出については、同項

の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。  

 （市況等の報告に関する経過措置）  

６ 平成３０年３月分に係る旧条例第４７条第３項の規定による報告について

は、同項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。  

 （仕切り及び送金に関する経過措置）  

７ 施行日前に卸売業者がした受託物品の卸売に係る旧条例第５０条第１項の

規定による売買仕切書及び売買仕切金の送付については、同条の規定は、施

行日以後も、なおその効力を有する。  

 （買受代金の即時支払義務に関する経過措置）  

８ 施行日前に買受人等（旧条例第３４条の２第２項第５号に規定する買受人

等をいう。）が卸売業者から買い受けた物品の代金（消費税額及び地方消費

税額を含む。）に係る旧条例第５４条第１項の規定による支払については、



同項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。  

 （市場施設の返還に関する経過措置）  

９ 施行日前に旧条例第５７条第１項の規定による指定を受けた同項に規定す

る市場施設を使用する者及び施行日前に同条第２項の許可を受けた者につ

いては、旧条例第５９条第２項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有

する。  

 （補修命令に関する経過措置）  

１０ 施行日前に故意又は過失により旧条例第５７条第１項に規定する市場施

設を滅失し、又は損傷した者については、旧条例第６２条の規定は、施行日

以後も、なおその効力を有する。  

 （使用料等に関する経過措置）  

１１ 施行日前に納付の義務が生じた旧条例第６３条第１項の市場使用料及び

同条第３項の電力、ガス、水道等の費用で市長が指定するものについては、

同条及び旧条例別表第４の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。 

 （過料に関する経過措置）  

１２  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有するこ

ととされる場合における施行日以後にした行為に対する過料の規定の適用に

ついては、なお従前の例による。  

 （市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例

の一部改正）  

１３ 市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条

例（昭和３１年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２地方卸売市場運営審議会委員の項及び市場取引委員会委員の項を

削る。  

 （市川市特別会計条例の一部改正）  

１４ 市川市特別会計条例（昭和３９年条例第２９号）の一部を次のように改

正する。  

  第１条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。  



 （市川市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置）  

１５ 施行日前に前項の規定による改正前の市川市特別会計条例第１条第３号

の地方卸売市場事業特別会計に係る債権として確定した収入及び債務とし

て確定した支出については、同号の規定は、平成３０年５月３１日までの間、

なおその効力を有する。  

 



理  由  

  

地方卸売市場の機能の充実及び経営の効率化等を図ることを目的として、

本市の地方卸売市場の運営を民間事業者に引き継ぐことから、同市場の公の

施設としての供用を廃止する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。  

 


